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出産１年前に有職だった者の
出産６ヶ月後の状況

厚生労働省「第１回２１世紀出生児縦断調査」（平成１３年）

女性の就業状況

就業者＋仕事がなく、探している者

１５歳以上人口
労働力率＝

就業者＋仕事がなく、探している者＋探していないが、就業を希望している者

１５歳以上人口

潜在的な
労働力率

※
＝

無職 ２５．６ 有職 ７３．５

無職 ６７．４ 有職 ３２．２

出産１年前

※ 調査対象：平成１３年１月１０日～１７日、７月１０日～１７日の間に
出生した子の母親

（％）

出産・育児を機に労働市場から退出する女性
が多い

出産・育児を機に労働市場から退出する女性
が多い 第１子出産を機に約７割が離職している第１子出産を機に約７割が離職している

１

総務省統計局「労働力調査」（平成１７年）

総務省統計局「労働力調査詳細結果」（平成１７年）
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「子ども・子育て応援プラン」
（目指すべき社会の姿）

女性：８０％ 男性：１０％

「子ども・子育て応援プラン」
（目指すべき社会の姿）

女性：８０％女性：８０％ 男性：１０％男性：１０％
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35.0

自分以外に育児をする人がいたため

職場への迷惑がかかるため

業務が繁忙であったため

家計が苦しくなるため

職場が育児休業を取得しにくい
雰囲気であったため

仕事にやりがいを感じていたため

職場や仕事の変化に対応できな
くなると思ったため

出世にひびくと思ったため

配偶者や家族からの反対があったため

その他

（％）

全体

男性

女性

ニッセイ基礎研究所「男性の育児休業取得に関する研究会報告書」（平成15年度）
資料出所 厚生労働省「女性雇用管理基本調査」

０．５６

７０．６

Ｈ１６

０．５００．３３０．４２男性

７２．３６４．０５６．４女性

Ｈ１７Ｈ１４Ｈ１１

仕事と家庭の両立支援の現状

育児休業取得率育児休業取得率 育児休業を利用できたのに取得しなかった理由を見ると、
男性では「自分以外に育児をする人がいたため」が、女
性では「職場への迷惑がかかるため」が最も多い

育児休業を利用できたのに取得しなかった理由を見ると、
男性では「自分以外に育児をする人がいたため」が、女
性では「職場への迷惑がかかるため」が最も多い

就業規則等に育児休業制度を規
定している事業所の割合

就業規則等に育児休業制度を規
定している事業所の割合

「子ども・子育て応援プラン」

平成２１年度までに１００％

「子ども・子育て応援プラン」

平成２１年度までに１００％１００％

６１．６％６１．６％（平成１７年度）

小学校就学の始期までの勤務時
間短縮等の措置の普及率

小学校就学の始期までの勤務時
間短縮等の措置の普及率

「子ども・子育て応援プラン」
（目指すべき社会の姿）

２５％

「子ども・子育て応援プラン」
（目指すべき社会の姿）

２５％２５％

１６．３％１６．３％（平成１７年度）

（％）

２



仕事と家庭の両立支援対策の概要

育児・介護休業法等の施行育児・介護休業法等の施行

妊娠・出産後の母性保護、母性
健康管理

妊娠・出産後の母性保護、母性
健康管理

・産前産後休業（産前６週、産後８週）

・軽易な業務への転換、時間外労働・深
夜業の制限

・医師の指導等に基づき、通勤緩和、休憩、
休業等の措置を事業主に義務づけ

・妊娠・出産を理由とする解雇の禁止

等

仕事と家庭を両立しやすい諸制
度の整備

仕事と家庭を両立しやすい諸制
度の整備

・子が１歳（一定の場合は１歳半）に達する
までの育児休業等の権利を保障

・子が３歳に達するまでの勤務時間の短縮
等の措置を事業主に義務づけ

・育児休業を取得したこと等を理由とする解
雇その他の不利益取扱いの禁止 等

事業主への支援・取組促進事業主への支援・取組促進

次世代法に基づく事業主の取組
推進

次世代法に基づく事業主の取組
推進

・仕事と家庭を両立しやすい環境の整備等
に関する行動計画の策定・届出

（３０１人以上は義務、３００人以下は努力義務）

・計画に定めた目標の達成など、一定の基
準を満たした企業を認定

助成金を通じた事業主への支援助成金を通じた事業主への支援

・短時間勤務制度の導入など、両立支援に
取り組む事業主へ各種助成金を支給

労働者への支援労働者への支援

保育ニーズへの対応保育ニーズへの対応

・「待機児童ゼロ作戦」の推進、延長保育や
休日保育など多様な保育サービスの実施

・放課後児童クラブの推進

・急な保育ニーズへの対応として、「ファミ
リー・サポート・センター」の設置促進

表彰等による事業主の意識醸成表彰等による事業主の意識醸成

・仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な
働き方ができる企業を表彰（ファミリー・フレ
ンドリー企業表彰）

・両立のしやすさを点検・評価するための
「両立指標」の開発・普及

・行動計画など両立支援の取組を公表

希望するものすべてが子育て等しながら安心して働くことができる社会の実現

育児等によりいったん離職した方
への再就職・再就業支援

育児等によりいったん離職した方
への再就職・再就業支援

・登録制による定期的な情報提供、個々の
希望に応じた再就職プランの策定支援

・「マザーズハローワーク」で、担当者制に
よるきめ細かい相談等の支援

・メンター紹介事業の実施や助成金の支給
等による起業支援

３



・ファミリー・フレンドリー企業の普及促進（表彰）

・長時間労働の是正

小学校就学前までの

・勤務時間短縮等の措置（短時間勤務、フレックスタイム制、始業・
就業時間の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営
その他便宜の供与）（３歳まで義務、３歳以降努力義務）

・子の看護休暇制度（年５日）

・時間外労働、深夜業の制限

安心して妊娠・出産し、働き続けることができる環境整備のための諸制度

妊妊
娠娠
中中

出出
産産

・母性健康管理の措置義務（通院休暇、通勤緩和など）

・妊娠・出産を理由とする解雇の禁止、不利益取扱いに対する行政指導

・軽易業務への転換、時間外労働・深夜業の制限

・産前産後休業（産前６週間・産後８週間）

育育
児児

中中

育育
休休
中中

復復
帰帰
後後

・育児休業（申出により１歳（保育所に入れない場合は１歳６ヶ月）まで休業可能）

・育児休業を理由とした不利益取扱いの禁止

・円滑に復帰ができるよう能力開発等の努力義務

○待機児童ゼロ作戦

○多様な保育サービスの充実

・延長保育

・休日保育

・病児保育 など

○放課後児童クラブ

○ファミリー・サポート・センター

・出産育児一時金（35万円）

・出産手当金（標準報酬日額の3分の2）

・育児休業給付金

（休業開始時賃金月額の40％）

（19年10月以降50％に引上げ）

（雇用保険）

（健康保険）

児童手当

（３歳未満）

出生順位にか
かわらず 1万
円

（３歳から小学
校修了前）

第１・２子 5千
円／第３子以
降 1万円

扶養控除

子1人につ
き38万円
（子が16～
23歳の場
合は63万
円）の控除

・産前産後休業中の解雇禁止

４

母
子
保
健
サ

ビ
ス



認定基準

・行動計画の期間が、２年以上５年
以下であること。

・策定した行動計画を実施し、それに
定めた目標を達成したこと。

・３歳から小学校に入学するまでの
子を持つ労働者を対象とする「育児
休業の制度または勤務時間短縮等
の措置に準ずる措置」を講じているこ
と。

・計画期間内に、男性の育児休業等
取得者がおり、かつ、女性の育児休
業等取得率が７０％以上だったこと。
など

・大企業（３０１人以上）
→義務

・中小企業（３００人以下）
→努力義務

・各都道府県労働局
に届出

・目標達成に向けて
計画実施

・次期行動計画の策
定・実施

・認定の申請

・一定の基準を満た
す企業を認定

・企業は商品等に認
定マークを使用可

行動計画例
１ 計画期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日まで

２ 内容

目標１ 計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準にする

男性：年に○人以上取得

女性：取得率○％以上

対策 平成○年○月 管理職を対象とした研修の実施

平成○年○月 育児休業中の社員で希望する者を対象

とする職場復帰のための講習会を年に

○回実施

目標２ ノー残業デーを月に１日設定する。

対策 平成○年○月 部署ごとに検討グループを設置

平成○年○月 社内報などでキャンペーンを行う

目標○ ・・・

対策 ・・・

行動計画の策定行動計画の策定 届出・実施届出・実施 計画終了・目標達成計画終了・目標達成 厚生労働大臣による
認定

厚生労働大臣による
認定

・
・
・

次世代認定マーク「くるみん」

次世代法に基づく企業の行動計画策定・実施について
［平成１７年４月１日～］ ［平成１９年４月１日～］

○届出状況（平成１９年３月末時点）

３０１人以上企業の９９．８９９．８％％

３００人以下企業 ５，７３６社５，７３６社
（３００人以下届出企業数（３００人以下届出企業数1212月末月末 44，，443737社）社）

○認定状況（平成１９年４月末時点）
認定企業 １２８社
審査中の企業 １１５社

５



子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適
用者が初めて出た中小企業事業主（従業員１００人以下）に対する新たな助成金制度を創設する
（平成１８年度から５年間の特別措置）。

子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適
用者が初めて出た中小企業事業主（従業員１００人以下）に対する新たな助成金制度を創設する
（平成１８年度から５年間の特別措置）。

中小企業子育て支援助成金

○支給要件

中小企業事業主（従業員１００人以下）において、次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を
作成・届出し、以下の①又は②のいずれかの措置を講じた場合に支給
① 育児休業の付与
子の出生後６か月以上休業を取得し、職場復帰後６か月以上継続して雇用されていること。

② 短時間勤務制度の適用（３歳未満）
３歳未満の子を持つ労働者が６か月以上短時間勤務制度を利用したこと。

○支給額

２の①又は②のいずれかの対象者が初めて出た場合に、２人目まで次の額を支給する。
１人目 育児休業 １００万円（定額）

短時間勤務 ６０万円、８０万円又は１００万円（利用期間に応じて）
２人目 育児休業 ６０万円（定額）

短時間勤務 ２０万円、４０万円又は６０万円（利用期間に応じて）

６



◇「重点戦略の策定に向けての基本的な考え方」（中間報告。６月１日とりまとめ）の全体像

中間報告の位置付け ： 重点戦略策定に向けての基本的な考え方を中間的に整理したもの。
今後、19年末を目途に、具体的施策についての検討を進め、税制改正等の議論を
見極めつつ、重点戦略の全体像をとりまとめ

１ 基本認識

○更なる少子化の進行とその原因・背景

○今後の人口構造の変化を展望した戦略的対応の必要性

○ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現の重要性

２ 諸外国の家族政策の教訓、これまでの我が国の少子化対策の評価と課題

○近年の諸外国の家族政策の基本方向の分析・評価

○我が国の少子化対策の課題

３ 重点戦略策定の方向性

○働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現

○包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築

○税制・他の社会保障制度での対応を含めた総合的な対応

○地域の実情に応じた施策展開

○少子化対策への効果的な財政投入

○施策の実効性の担保―効果的かつ計画的な施策の遂行 ７

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略について
◇「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議

○平成１９年２月に設置。内閣官房長官を議長とし、関係閣僚９名と有識者７名で構成。
○ 「基本戦略」、「働き方の改革」、「地域・家族の再生」、「点検・評価」の４つの分科会を設置。



企業の取組例

長時間労働の是正など働き方の見直しを図った
ケース

長時間労働の是正など働き方の見直しを図った
ケース

育児休業、短時間勤務等について法を上回る制度
化を図ったケース

育児休業、短時間勤務等について法を上回る制度
化を図ったケース

具体的数値目標を設けたケース具体的数値目標を設けたケース

経済的支援の充実を図ったケース経済的支援の充実を図ったケース

・働き方の見直しのため「働き方見直しプロジェクト」を設置し、
超過勤務の改善方法等の検討

・勤務場所を自由に選択可能な「どこでもオフィス」制

・在宅勤務のための通信費用補助、パソコン貸与

制度を利用しやすくする取組を行うケース制度を利用しやすくする取組を行うケース

・３歳までの育児休業制度

・有給の育児休業制度（最大２０日分）

・分割取得可能な育児休業制度

・小学校３年生までの短時間勤務制度

・年１０日間の子の看護休暇制度

・第１子５０万円、第２子７０万円、第３子９０万円の出産祝い金

・小中高入学時にそれぞれ５０万円から７０万円の祝い金

・小学校入学前までの子どもを持つ社員を対象に年間３０万円
の支援

・育児のための転居費用補助（５０万円）

・計画期間中の男性の育児休業取得者が６人以上

・計画期間中の女性の育児休業取得率が８０％以上

・育児休業中の情報提供、復帰前の相談の実施

・退職ＯＢ登録システムによる代替要員確保

・社内の両立支援制度についての管理職研修の徹底

・妊娠から休業、復帰までの継続的な上司との話し合い

労働者の保育を支援するケース労働者の保育を支援するケース

・事業所内託児施設の設置

・ファミリー・サポート・センターの利用料補助

８



（財）厚生年金事業振興団 大阪厚生年金病院における取組例

・ 近隣の保育所をできる限り迅速に利用できるよ
う応援
・ 病児保育室を設置
・ フレックスタイム制で当直なし

１．仕事と家庭の両立支援１．仕事と家庭の両立支援

・ 研修及び昇進試験なども男女均等な機会を提供

・ セクシュアル・ハラスメント防止を目的とした相談
窓口を設置
・ 新人看護師は、全科で研修を受けることが可能

２．女性の能力活用２．女性の能力活用

３．働きやすい職場づくり３．働きやすい職場づくり

・ 正職員、臨時職員ともに産前産後休暇、育児休業、出産休暇、子育て支援休暇の制度を利用でき、すべ
て有給

・ 育児支援中の職員は、原則として、子どもが小学校入学まで、勤務条件や賃金の面では特に優遇され、
勤務時間が短縮されていても正式職員扱い

○「にっけい子育て支援大賞」受賞（2006年度）
○「働きやすい病院」認定（認定第１号。2006年７月）
○大阪府「男女いきいき・元気宣言」事業者登録

院長のリーダーシップの下で以下のような取り組みを実施院長のリーダーシップの下で以下のような取り組みを実施

（病院のＨＰ等より）
９
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